
 
佐
賀
県
立
九
千
部
学
園
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
四
十
号 

 
 
 

佐
賀
県
立
九
千
部
学
園
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
佐
賀
県
立
九
千
部
学
園
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

佐
賀
県
立
九
千
部
学
園
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
規
則
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

 

２ 

学
園
に
副
園
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
五
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
園
長
」
を
「
上
司
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

副
園
長
は
、
園
長
を
補
佐
し
、
学
園
の
事
務
を
整
理
す
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
副
園
長
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項

と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

園
長
及
び
副
園
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
総
務
課
長
が
園
長
の
職
務
を
代
行
す

る
。 

 
 

第
十
条
中
「
指
定
旧
法
施
設
支
援
」
を
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
に
、
「
第
二
十
二

条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
佐
賀
県
中
央
児
童
相
談
所
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

佐
賀
県
中
央
児
童
相
談
所
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
佐
賀
県
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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第
六
条
第
一
項
第
九
号
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
等
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
等
」

に
、
「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
、
「
施
設
給
付
決
定
」
を
「
入
所
給
付

決
定
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
第
二
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
九
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
に
定
め
る
事
務 

 
 

第
七
条
第
二
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら

第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

（
児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
（
平
成
十
年
佐
賀
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
中
「
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
三
十

六
条
の
三
十
七
」
を
「
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
四
十
一
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
児
入
所
給
付
費
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
障
害
児

施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
、
「
世
帯
状
況
・
収
入
・
資
産
等
報
告
書
」

を
「
世
帯
状
況
・
収
入
等
申
告
書
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
障
害
児
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
、
「
障
害
児
施
設
医

療
受
給
者
証
」
を
「
障
害
児
入
所
医
療
受
給
者
証
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
高

額
障
害
児
施
設
給
付
費
申
請
書
」
を
「
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
申
請
書
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
二
号
中
「保

健
所

」
を
「保

健
福
祉
事
務
所

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
三
号
（
裏
）
中
「第

１
条
の
3
6
第
１
号

」
を
「第

１
条
の
3
7
第
１
号

」
に
、
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「第
3
4
条
の
1
5
第
１
項

」
を
「第

3
4
条
の
2
0
第
１
項

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
八
号
そ
の
一
中
「障

害
児
施
設
給
付
費

」
を
「障

害
児
入
所
給
付
費

」
に
、
「支

給
申
請
に
係
る
障
害
児

」
を
「支

給
申
請
に
係
る
児
童

」
に
、
「障

害
児
施
設
医
療
費
支
給

対
象
施
設
（
第
１
種
自
閉
症
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
入
所
部
・
通
所
部
）
、
肢
体

不
自
由
児
通
園
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
指
定
医
療
機
関
（
肢
体
不
自
由
児
・
重

症
心
身
障
害
児
）
）

」
を
「障

害
児
入
所
医
療
費
支
給
対
象
施
設
（
医
療
型
障
害
児
入
所
施

設
及
び
指
定
医
療
機
関
（
肢
体
不
自
由
児
・
重
症
心
身
障
害
児
に
係
る
も
の
）
）

」
に
、
「障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
）

」
を
「障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

」
に
、
「指

定
施
設
支

援
（
施
設
サ
ー
ビ
ス
）

」
を
「障

害
児
通
所
支
援

」
に
、
「施

設
名
等

」
を
「サ

ー
ビ
ス
の

種
類
と
内
容
等

」
に
、 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

   

「
 

」
 

「
 

」
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を 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に 

    

「
 

」
 

「
 

」
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改
め
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

  

削
る
。 

様
式
第
八
号
そ
の
二
及
び
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「
 

」
 

5
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様
式
第
十
号
中
「給

付
決
定
に
係
る
障
害
児

」
を
「入

所
給
付
決
定
に
係
る
児
童

」
に
、

「施
設
給
付
決
定
保
護
者

」
を
「入

所
給
付
決
定
保
護
者

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
十
一
条
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、
「給

付
決
定
 

 

に
係
る
障
害
児

」
を
「入

所
給
付
決
定
に
係
る
児
童

」
に
、
「届

出
書

」
を
「申

請
書

」
に

改
め
る
。 

様
式
第
十
二
号
そ
の
一
及
び
様
式
第
十
二
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「
 

」
 

「
 

」
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様
式
第
十
三
号
中
「高

額
障
害
児
施
設
給
付
費

」
を
「高

額
障
害
児
入
所
給
付
費

」
に
、

「給
付
決
定
に
係
る
障
害
児

」
を
「入

所
給
付
決
定
に
係
る
児
童

」
に
改
め
る
。 

 

（
佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
二
十
一
年
佐
賀
県
規
則
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
、
課
に
課
長
を
」
を
削
り
、
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」

に
改
め
、
同
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
に
副
所
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

課
に
課
長
を
置
く
。 

第
五
条
第
四
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
所
長
を
補
佐
し
」
を
「
上

司
の
命
を
受
け
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

２ 

副
所
長
は
、
所
長
を
補
佐
し
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
整
理
す
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
副
所
長
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項

と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

所
長
及
び
副
所
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
総
務
課
長
が
所
長
の
職
務
を
代
行
す

る
。 

第
八
条
第
一
号
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「
知
的
障
害
児
施
設

支
援
（
」
を
「
障
害
児
入
所
支
援
（
治
療
を
除
く
。
」
に
、
「
入
所
施
設
支
援
」
を
「
入
所

支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
二
項
」
に
、

「
知
的
障
害
児
通
園
施
設
支
援
」
を
「
児
童
発
達
支
援
」
に
、
「
通
園
施
設
支
援
」
を
「
児

童
発
達
支
援
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
入
所
支
援
に
係
る
児
童
福
祉
法
」
に
、
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「
施
設
給
付
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
第
二
十
四

条
の
三
第
二
項
」
を
「
児
童
発
達
支
援
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
一

項
」
に
、
「
施
設
給
付
」
を
「
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
」
に
、
「
決
定
」
を
「
決
定
（
以

下
「
通
所
給
付
決
定
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
六
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
で
知
的
障
害
が
あ
る
者
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。 

３ 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
訪
問
支
援
（
以
下
「
保
育

所
等
訪
問
支
援
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
保
育
所
等
訪
問
支
援
に

係
る
通
所
給
付
決
定
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

受
け
た
者
と
す
る
。 

４ 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
（
以
下
「
障
害
児

相
談
支
援
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六

第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
利
用
申
込
書
」
を
「
短
期
入
所
利
用
申
込
書
」
に
、
「
第
二
十
二
条

第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
入
所
施
設
支
援
」
を

「
入
所
支
援
」
に
、
「
施
設
給
付
決
定
保
護
者
」
を
「
入
所
給
付
決
定
保
護
者
」
に
、
「
第

二
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、
「
以
下
「
保
護
者
」

と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条

の
二
十
四
第
一
項
」
に
、
「
障
害
児
施
設
給
付
費
等
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
等
」
に
、

「
入
所
申
込
書
」
を
「
入
所
支
援
利
用
申
込
書
」
に
、
「
障
害
児
施
設
受
給
者
証
（
以
下
「
受

給
者
証
」
と
い
う
。
）
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
通
園
施
設
支

援
」
を
「
児
童
発
達
支
援
」
に
、
「
保
護
者
」
を
「
障
害
児
の
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
児

童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
に
、
「
通
園
申
込
書
」
を
「
児
童
発
達
支
援
利
用
申
込
書
」
に
、
「
受
給
者
証
」
を
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「
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
通
所
受
給
者
証

（
以
下
「
通
所
受
給
者
証
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

保
育
所
等
訪
問
支
援
を
受
け
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
の

通
所
給
付
決
定
保
護
者
は
、
保
育
所
等
訪
問
支
援
利
用
申
込
書
（
様
式
第
四
号
）
に
通

所
受
給
者
証
を
添
え
て
、
こ
れ
を
所
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

５ 

障
害
児
相
談
支
援
を
受
け
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
相
談

支
援
対
象
保
護
者
（
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児

相
談
支
援
対
象
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
障
害
児
相
談
支
援
利
用
申
込
書
（
様

式
第
五
号
）
を
所
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
二
条
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
入

所
施
設
支
援
若
し
く
は
通
園
施
設
支
援
」
を
「
入
所
支
援
、
児
童
発
達
支
援
、
保
育
所
等

訪
問
支
援
若
し
く
は
障
害
児
相
談
支
援
」
に
、
「
保
護
者
」
を
「
入
所
給
付
決
定
保
護
者
、

通
所
給
付
決
定
保
護
者
、
障
害
児
相
談
支
援
対
象
保
護
者
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
中
「利

用
申
込
書

」
を
「短

期
入
所
利
用
申
込
書

」
に
、
「利

用
者

」
を
「利

用
希
望
児
童

」
に
、
「受

給
者
氏
名

」
を
「受
給
者
氏
名
（
申
込
者
と
同
じ
場
合
は
記
載
を

省
略
可
）

」
に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
二
号
中
「入

所
申
込
書

」
を
「入

所
支
援
利
用
申
込
書

」
に
、
「利

用
者

」
を
「利

用
希
望
児
童

」
に
、
「入

所
施
設
支
援
を
受
け
た
い
の
で

」
を
「入

所
支
援
を
受
け
る
た
め

佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た
い
の
で
」

に
、 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

」
 

「
 

」
 

「
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「入

所
希
望
者

」
を
「利

用
希
望
児
童

」
に
改
め
、
「（

電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
）

」

を
削
る
。 

様
式
第
三
号
中
「通

園
申
込
書

」
を
「児

童
発
達
支
援
利
用
申
込
書

」
に
、
「利

用
者

」

を
「利

用
希
望
児
童

」
に
、
「通

園
施
設
支
援
を
受
け
た
い
の
で

」
を
「児

童
発
達
支
援
を

受
け
る
た
め
佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た
い
の
で

」
に
、 

 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

  

「通
園
希
望
者

」
を
「利

用
希
望
児
童

」
に
、
「通

園
開
始

」
を
「利

用
開
始

」
に
改
め
、

「（
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
）

」
を
削
る
。 

様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

 

」
 

「
 

」
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（
佐
賀
県
立
地
域
生
活
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

佐
賀
県
立
地
域
生
活
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
佐
賀
県
規

則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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